
Title リスク対応と金融法

Author(s) �田, 光碩

Citation 大阪大学, 2016, 博士論文

Version Type

URL https://hdl.handle.net/11094/59512

rights

Note

やむを得ない事由があると学位審査研究科が承認した
ため、全文に代えてその内容の要約を公開していま
す。全文のご利用をご希望の場合は、<a
href="https://www.library.osaka-
u.ac.jp/thesis/#closed">大阪大学の博士論文につい
て</a>をご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



                                     様式３ 

論  文  内  容  の  要  旨  

氏  名  （  吉  田  光  碩  ）

論文題名 
リスク対応と金融法

論文内容の要旨 

 本書は筆者がこれまで雑誌等に公表してきた論考のうち、金融法に関係するものを中心に２部構成にして一冊にま

とめたものである。 

 第一部は本書の表題である「リスク対応と金融法」のテーマに即したものを集めている。テーマ名はズバリ「リス

ク対応と金融法」である。 

Ⅰ－１は民法典の百年の特集の中で、日本版ビッグバンがちょうど進行しつつある時期に銀行法務の大まかな展望

を述べたものであり、Ⅰ－２は２１世紀を迎えた１月に雑誌社が企画した「２１世紀の展望」という特集に、リスク

管理を取り上げて執筆し、銀行法務にとって将来はますますリスク管理が重要になること、その際には法務面からの

リスク管理だけでは足りず、ポートフォリオリスクの管理体制にも考えをめぐらすべきだと述べた。Ⅰ－３は、まだ

金融引締め政策が浸透していたころ、規制の対象外としてインパクトローン（外貨建て融資）が自由化されたことを

背景に、中小企業に対してインパクトローンを薦めた銀行に、説明義務違反による損害賠償を命じた判決例を素材に、

信義則の適用基準について述べたものである。 

 Ⅰ－４～Ⅰ－８は、英米型の市場型間接金融システムが世界に浸透し、様々な金融商品が金融工学を駆使して作ら

れていき、本来信用リスクの回避手段として開発されたはずのものが、逆にリスクを拡大させてきたことについて、

それぞれ取り上げている。Ⅰ－４は流動化・証券化とサブプライムローンにつき、Ⅰ－５は資産流動化スキームにお

ける真正譲渡性に関して、Ⅰ－６はシンジケートローンのアレンジャーの説明義務違反について、Ⅰ－７はリーマン

ショックの直接の引き金となったCDSについて、Ⅰ－８はリーマンの日本子会社であるリーマン・ブラザーズ証券の破

たん時に同社に対してデリバティブの担保として差し入れられた国債の余剰分の返還を求めた訴えが認められなかっ

た事件を素材にして、CSAの法的構成について述べたものである。 

 第二部はリスクの拡大化現象そのものを捉えたものではなく、従来担保の王様として金融機関が利用してきた（根）

抵当権・保証から集合動産・集合債権の譲渡担保・損害担保契約に重点がシフトしつつあり、それが法制度、判例の

傾向に大きく作用したものを中心に集めたものである。テーマ名は「変化の萌芽とあるべき変化の方向」である。 

Ⅱ－１，Ⅱ－８は銀行が行う実務と直截な関係はないが、Ⅱ－１は貸金業法４３条の不当性をついたものである。論

文公表後、最高裁が４３条を実質的に無効化する判断を積み重ね、それが最終的に利息制限法等を含めた大改正につ

ながった。筆者にとって非常に感慨深いものである。また、Ⅱ－８は民法４０４条の法定利息条項が、不法行為の分

野で賠償額の中間利息控除に使用され、それがライプニッツ方式の採用と相まって強行法的な扱いとされていること

を批判したものである。その後民法（債権関係）の改正法案に、筆者が主張した変動金利制が、緩和された形ではあ

るが採用されたという意味で、これも感慨深いものがある。 

Ⅱ－２～Ⅱ－４は「延長型集合債権譲渡担保」に関する一連の論考であり、Ⅱ－５は貸金等根保証契約に対して根

抵当の規定との関連から、被保証債務の随伴性に関して論じたもので、保証法改正後の早期に論じたものとして引用

される回数も多い。Ⅱ－6は現在、利用もなく、一般には見向きもされない企業担保法の活用の可能性を論じ、Ⅱ－７

は「安曇野事件」の高裁判決が、損失補償契約が無効だとして住民による支払差し止め請求を認めたことから、それ

までの下級審判例等を踏まえて、その妥当性を論じた。その後、最高裁は実質的に高裁判決を破棄して、原告の請求

を却下する判断を示している（最判平23・10・27判時2133号3頁）。 








